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秋の福島市火災予防運動を実施します 

   この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の

普及を図り、火災の発生を防止し、万が一発生した場合にも被害を最小限にとどめ、

高齢者を中心とする犠牲者の発生を減少させることを目的としています。 

 実施期間：令和元年１１月９日（土）～１１月１５日（金）  

 防火標語：「ひとつずつ いいね！で確認 火の用心」 

１ 防火パレード 

 実施日時：令和元年１１月８日（金）  

１０時００分～１１時００分 

 実施場所：吾妻通り（置賜町地内） 

      ※雨天時:福島駅東口広場 

 実施内容：飯坂恵泉幼稚園の園児による 

防火パレード 

協力機関：福島南ロータリークラブ、 

（一社）福島県消防設備協会 

２ 一般家庭防火指導 

実施日時：令和元年１１月 ９日（土）９時００分～１１時００分 

令和元年１１月１０日（日）９時００分～１１時００分 

実施場所：福島消防署管内（岡島地区） 

清水分署管内（御山地区） 

西出張所管内（野田地区） 

実施機関：福島消防署、清水分署、西出張所及び地元消防団 

福島市消防団第１０分団（岡山）、９分団（清水）、３６分団（野田） 

実施内容：消防職員と消防団員が一般家庭を訪問し、防火・防災指導を実施し 

ます。 

３ 大規模火災防ぎょ訓練 

実施日時：令和元年１１月１２日（火）８時００分～９時００分 

実施場所：イトーヨーカ堂福島店（太田町１３番４号） 

実施内容：イトーヨーカ堂福島店をメインに、福島消防署と福島市太田町１３ 

番地内の商業施設（福島グリーンパレス、ザ・セレクトン福島）通 

称サーティーンブロックが合同訓練を行います。 

 

消防メモ 

春季、秋季の火災予防運動の期間をご存知ですか？ 

春季火災予防運動は『消防記念日』とされる３月７日を最終日に１週間、

秋季火災予防運動は『１１９番の日』とされる１１月９日を始めとした１週

間となっています！ 

防火パレードの様子 

主な行事 



 

 

ＮＥＴ１１９緊急通報システムについて  

福島市消防本部ではＮＥＴ１１９緊急通報システムを２０１９年４月１日よりスタートしました。 

このシステムは、聴覚や発話に障がいのある方のための「事前登録制」のサービスで、スマートフォン・携帯電話の

インターネット接続機能を利用して、簡単な操作で素早く１１９番通報することができます。 

 

消防本部ではホームページを開設しています。 

消防情報・救命処置・緊急休日診療当番医など豊富な情報が盛りだくさんです。 

ぜひ、アクセスしてみてください。        

福島市消防本部ホームページ 

http://www.city.fukushima.fukushima.jp/syoubou-top/shobo/shobohonbu/index.html  

ＱＲコード 

取り付けましたか？命を守る住宅用火災警報器！ 

消防法により設置が義務付けられている住宅用火災警報器の設置率について調査し、 

令和元年６月１日時点での調査結果が総務省消防庁より発表されました。 

【福島市】 設置率 79％ 条例適合率 54％ 

       参考：平成 30年 設置率 75％ 条例適合率 57％ 

 

【福島県】 設置率 77.4％（全国 37位） 条例適合率 54.5%（全国 44位）     

         参考：平成 30年 設置率 74.6%（全国 43位）   

条例適合率  55.7%（全国 43位） 

 

【全 国】  設置率 82.3％ 条例適合率 67.9% 

参考：平成 30年 設置率 81.6% 条例適合率 66.5% 
  

  

福島県の設置率は全国で３７位でした。そして条例適合率が４４位と昨年に比べ下がる結果に・・・。 

皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？また、義務となっている場所にきちんと設置していますか？ 

この火災予防運動期間に、再度ご自宅の設置義務箇所を見直し、設置率 100％を目指しましょう！ 

【住宅用火災警報器なんでも相談窓口】 

・購入先、取り付け箇所などのご相談 

・住宅用火災警報器の取り付け支援 

・住宅用火災警報器出前講座の実施 

お近くの消防署・分署・出張所に開設しておりますのでお気軽にご相談ください！ 

※１ 条例適合率＝市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅

の部分全てに設置されている世帯の全世帯に占める割合 

※２ 設置率＝市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部 

分のうち、一箇所以上設置されている世帯の全世帯に占める割合 

※１ 

※２ 

◎お問い合わせ先  

 福島市消防本部 通信指令課 
  FAX 024—534—0310  

メール sirei@mail.city.fukushima.fukushima.jp 

※災害対応時、お問い合わせ等中断する場合があります。 

誠におそれ入りますがご理解の程、よろしくお願いいたします。 

mailto:sirei@mail.city.fukushima.fukushima.jp

